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平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

告

口
県
告
示
第
三
百
三
十
号

容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

習
会
を
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講

土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
地
域
政
策

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

口
県
労
働
委
員
会
の
使
用
者
委
員
の

安
委
規
則

察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

報報
の
正
誤
（
平
成
十
七
年
四
月
二
十

目

次

示理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

山
口
県
知

示

二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の

習
会
と
し
て
指
定
し
た
。
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定
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政
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項
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規
定
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よ
る
意
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政
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薦
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推
薦
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二
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平 成 年
月 日

（金曜日）

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七

山
口
市
大
字
吉
敷
三
三
二

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
四
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
二

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

財
団
法
人
理

所
在
地

東
京
都
港
区

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
七
日

三

講
習
会
の
開
催
場
所

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
四
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
一

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年

講
習
会
を
管
理
美
容
師
資
格
認

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

財
団
法
人
理

所
在
地

東
京
都
港
区

二

講
習
会
の
開
催
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
七
日

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
大
字
吉
敷
三
三
二

日

山
口

五
の
一

山
口
県
総
合
保
健
会
館

号
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

と
お
り
認
可
し
た
。

山
口

容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

虎
ノ
門
一
丁
目
二
六
番
五
号

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日

号
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条

定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

日 容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

虎
ノ
門
一
丁
目
二
六
番
五
号

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日

五
の
一

山
口
県
総
合
保
健
会
館

一

県
知
事

二

井

関

成

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土

県
知
事

二

井

関

成

（
月
曜
日
）
ま
で

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

（
月
曜
日
）
ま
で

地 の

告

示



平

一

成 年 月 日 金曜日

（
二特

り
特同

十
三

山 口

名山下二

（定期）県 報

国
の
成

一国行

第 号

土
豊
浦

豊
浦

（
二

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

九
八
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

称
口

市

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
六

松

市

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

平
成
十
七
年
一
月
三
十
一

認
証
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

土
調
査
を

っ
た
者
の

国
土
調
査
を
行
っ

地
改
良
区
の
名
称

郡
豊
田
町
土
地
改
良
区

郡
菊
川
町
土
地
改
良
区

公

九
七
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
公
衆

山
口
県
知

か
ら

日
ま
で

山
口
市
地
籍
図

山
口
市
地
籍
簿

か
ら
日
ま
で

下
松
市
地
籍
図

下
松
市
地
籍
簿

第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二

。

山
口
県
知

た
期
間

成
果
の
名
称

認

可

年

月

日

平
成
一
七
、

五
、
一

〃

〃

一

告

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
七
月

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

大
字
深
溝
の
一
部

大
字
切
山
の
一
部

項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

事

二

井

関

成

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

二六

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

精
神
障
害
者
に
対
し
、
自

害
者
の
社
会
福
祉
に
寄
与
す

（
三
〇
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

化
及
び
未
来
の
社
会
福
祉
の

（
二
九
九
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

少
子
化
及
び
晩
婚
化
と
い

未
来
に
大
き
な
意
味
が
あ
る

齢
期
の
男
女
が
真
剣
に
相
手

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

鬼
村
洋
太
郎

長
門
市
三
隅
中
三
二
四
二
番

立
生
活
支
援
及
び
社
会
復
帰
に
関

る
こ
と
。

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

キ
ュ
ア
ポ
ー
ト

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
。

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
長
門

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

グ
ッ
ド
マ
ッ
チ
プ
ロ
デ
ュ
ー

時
繁

豊
彦

防
府
市
佐
波
一
丁
目
二
番
二

う
問
題
を
取
り
上
げ
、
一
組
の
結

か
、
及
び
ど
れ
だ
け
幅
広
く
社
会

を
探
せ
る
場
及
び
情
報
を
数
多
く

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

地す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
精
神

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
七

土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
公
衆

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ス一
号

婚
及
び
子
ど
も
の
出
産
が
ど
れ
だ

に
貢
献
す
る
か
を
社
会
に
訴
え
、

提
供
し
、
も
っ
て
地
域
社
会
の
活

二

障の お月の け適性

公

告



平成

二

年 月 日 金曜日

五一

山 口 県

四
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二
生ぐ

三

第 号

当
働
部

一

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

平
成
十
七
年
五
月
十
六
日

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇

有
限
会
社
シ
ー

シ
ョ
ン

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

有
限
会
社
エ
ム

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

有
限
会
社
エ
ム

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

有
限
会
社
エ
ム

届
出
年
月
日

所
在
地

山
口
市
泉
町
一
五
〇

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ち

山
口

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

該
届
出
は
、
平
成
十
七
年
五
月
二

商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
部
商
工

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

コ
ー
プ
い
ず
み
店

代
表
者
の
氏
名

住 在
地

の
一

ワ
イ
コ
ー
ポ
レ
ー

有
限
会
社
シ
ー

コ
ー
ポ
レ
ー
シ

・
デ
ィ
ー
・
ケ
イ

・
デ
ィ
ー
・
ケ
イ

・
デ
ィ
ー
・
ケ
イ

の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
下
小

一
〇
九
〇
の
一

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

十
七
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
七

振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

山
口
県
知

在
地

所

代
表
者
の
氏
名

ワ
イ

ョ
ン

有
限
会
社
エ
ム
・

デ
ィ
ー
・
ケ
イ

周
南
市
川
崎
三
丁
目
六

番
七
号

山
縣

圓

所

代
表
者
の
氏
名

有
吉

政
博

前

変

更

後

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二

所
在
地

宇
部
市
小
松

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
〇
二
）
山
口
県
労
働
委
員

山
口
県
労
働
委
員
会
の
第
四

必
要
な
推
薦
資
格
及
び
手
続
等

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
十
七
年

働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
経
済

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ベ
ス
ト
電
器

平
成
十
七
年
五
月
十
六
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
一
日

（
三
〇
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

十
七
年
一
月
十
四
日
山
口
県
公

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

原
町
二
丁
目
七
番
一
二
号

は
な
い
。

会
の
使
用
者
委
員
の
推
薦
に
つ
い

十
一
期
使
用
者
委
員
（
補
欠
委
員

を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
労

五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
二

部
商
業
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の

日

山
口

及
び
所
在
地

宇
部
店
・
ソ
フ
ト
タ
ウ
ン
う
べ

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
一
七
）
に
係
る
大
規
模
小
売

山
口
市
大
字
下
小

一
〇
九
〇

変

更

前

業

岡
野

隆
子

三

当
該
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
ま
す

て
必
要
な
推
薦
資
格
及
び
手
続
等

一
人
）
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い

働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四

十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
宇
部

の
一

有
吉

政
博

変

更

後

。 て年 労 成市



平成 年 月 日 金曜日 山 口

四五
〇

（定期）県 報

ず
三

第 号

一
織部

二

書
類
の
提
出
先

山
口
県
商
工
労
働
部
労
政
課

推
薦
期
間

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
（
火

そ
の
他

不
明
の
点
が
あ
る
と
き
は
、
山

）
に
照
会
す
る
こ
と
。

使
用
者
委
員
の
候
補
者
に
推
薦
さ

れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
使
用
者

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

る
ま
で
の
者

他
の
法
令
に
よ
り
兼
職
禁
止
の

推
薦
手
続

推
薦
書
及
び
添
付
書
類

使
用
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦

の
候
補
者
の
履
歴
書
を
添
え
て
知

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

推
薦
者
の
資
格

使
用
者
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
す

を
有
し
、
か
つ
、
労
働
問
題
を
取

分
と
な
っ
て
い
る
使
用
者
団
体
で

被
推
薦
者
の
資
格

曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
七
日
（

口
県
商
工
労
働
部
労
政
課
（
電
話

れ
る
者
の
資
格
に
つ
い
て
は
、

委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は

制
限
を
受
け
る
者

し
よ
う
と
す
る
使
用
者
団
体
は

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

山
口
県
知

る
資
格
の
あ
る
使
用
者
団
体
は

り
扱
う
こ
と
が
主
た
る
目
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

火
曜
日
）
ま
で

〇
八
三

九
三
三

三
二
一

特
に
制
限
は
な
い
が
、
次
の
い

。執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

、
推
薦
書
（
別
記
様
式
）
に
そ

い
。

事

二

井

関

成

、
山
口
県
の
区
域
内
の
み
に
組

あ
る
か
、
又
は
業
務
の
主
要
な

及
歴
職
、
歴
学
の

者
補
候
注

役
兵
び
務
事

る
た

主
の
体
団
属

所
。
と
こ
る
す
入

記
て
い

所

、
は
さ
き
大
の
紙
用

考
備

た
主
の
体
団
属

所

工
本
日

び
及
地

在
所
の

所
務

事
る

る
け

お
に

体
団

属
所

称
名

員
成

構
の

体
団

属
所

位
地

称
名

の
体

団
部

上
盟

加

数

類
書

付
添

令
行
施
法

合
組
働
労

用
使
の

会
員
委
働

労

和
昭員
委

者

日
月

年
生

名
氏

様
事

知
県
口
山

式
様

記
別

を
係
関
党
政

に
び
並
係
関

び
及
地

在
所

の
記

に
細

詳

規
業

補
候
、

は
欄

」
称

名

格
列

。
る
す

と

第
令

政
年

第
）

号補
候
の

）
員
委
欠

補

第
条

推

書
薦

推

記

下
て

し
と
者

代 名

在
所

の
る

た
主

者
薦

者
表

す
属
の
者

書
歴
履
た
し
入

に
体
団
属
所
の
て

べ
す
る

つ

、
き

づ
基

に
定

規
の

項
１

し
薦
推

を
者

の
記

県
口

山

。
す

ま

日
月

年

名
氏

称

地
所

務
事

日
月

年

四



平成

正
平

年 月 日 金曜日

こ

山 口 県 （定期）報

山
警

正
す第

第 号

警

誤
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
山
口
県

七

前
各
号
に
掲
げ
る
協
議
会
以
外
の

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一

雑

二

山
口
県
防
府
警
察
署
協
議
会
及
び

三

山
口
県
周
南
警
察
署
協
議
会

四

山
口
県
光
警
察
署
協
議
会
及
び
山

五

山
口
県
萩
警
察
署
協
議
会
及
び
山

六

山
口
県
下
松
警
察
署
協
議
会
、
山

県
小
野
田
警
察
署
協
議
会

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十

警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を

察
署
協
議
会
規
則
（
平
成
十
三
年

る
。

三
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

一

山
口
県
岩
国
警
察
署
協
議
会
、
山

県
下
関
警
察
署
協
議
会

公

安

委

察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正

平
成
十
七
年
五
月
二
十
七
日

告
示
第
二
百
六
十
七
号
（
臨
港

協
議
会

日
か
ら
施
行
す
る
。

報

山
口
県
山
口
警
察
署
協
議
会

口
県
長
府
警
察
署
協
議
会

口
県
下
関
水
上
警
察
署
協
議
会

口
県
小
郡
警
察
署
協
議
会
及
び
山
口

号
改
正
す
る
規
則

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八

。口
県
宇
部
警
察
署
協
議
会
及
び
山
口

員

会

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る山

地
区
の
分
区
の
指
定
）

五
人

十
三
人

十
一
人

八
人

七
人

六
人

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

十
五
人

。口
県
公
安
委
員
会

九

下

左
か
ら

一
三一
四

岩
国

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

ペ
ー
ジ

段

行

一
〇

上

二

三

岩
国

ペ
ー
ジ

段

行

九

下

一

二

岩
国

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

ペ
ー
ジ

段

行

ペ
ー
ジ

段

行

九

上

左
か
ら

一
三一

四

岩
国

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

ペ
ー
ジ

段

行

九

上

一

二

岩
国

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日

市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号
（

誤

市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課

誤

市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
号
（
臨

誤 誤

市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号
（

誤

市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号
（

五

岩
国
市
経
済
部
水
産
港
湾
課

臨
港
地
区
の
分
区
の
指
定
）

正

岩
国
市
経
済
部
水
産
港
湾
課

正

岩
国
市
経
済
部
水
産
港
湾
課

港
地
区
の
分
区
の
指
定
）

正 正

岩
国
市
経
済
部
水
産
港
湾
課

臨
港
地
区
の
分
区
の
指
定
）

正

岩
国
市
経
済
部
水
産
港
湾
課

臨
港
地
区
の
分
区
の
指
定
）

公

安

委

員

会

雑

報



平
成
十

平
成
十

平成 年 月 日 金曜日

一

山 口

ペ一平
ペ

（定期）県 報

ペ一平

第 号

平
ペ一平七

年
五
月
二
十
七
日
印
刷

七
年
五
月
二
十
七
日
発
行

一

上

一

二

岩
国
市
都

ー
ジ

段

行

〇

下

左
か
ら

一
三一
四

岩
国
市
都

成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
山
口
県

ー
ジ

段

行

ー
ジ

段

行

〇

下

一

二

岩
国
市
都

成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
山
口
県

成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
山
口
県

ー
ジ

段

行

〇

上

左
か
ら

一
三一
四

岩
国
市
都

成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
山
口
県

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

市
開
発
部
都
市
計
画
課

岩
国
市

誤

市
開
発
部
都
市
計
画
課

岩
国
市

告
示
第
二
百
七
十
五
号
（
臨
港

誤 誤

市
開
発
部
都
市
計
画
課

岩
国
市

告
示
第
二
百
七
十
四
号
（
臨
港

告
示
第
二
百
七
十
二
号
（
臨
港

誤

市
開
発
部
都
市
計
画
課

岩
国
市

告
示
第
二
百
七
十
三
号
（
臨
港

庁

定
価
一
箇
月

金
二

事 経
済
部
水
産
港
湾
課

正

経
済
部
水
産
港
湾
課

地
区
の
分
区
の
指
定
）

正 正

経
済
部
水
産
港
湾
課

地
区
の
分
区
の
指
定
）

地
区
の
分
区
の
指
定
）

正

経
済
部
水
産
港
湾
課

地
区
の
分
区
の
指
定
）

千
七
百
円
（
送
料
共
）

六


